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市街化調整区域内に存する宅地の評価方法は、その土地の固定資産税評価額に、国税局長が一定の地域ご

とにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて評価することは皆さんも御存じだと思います。 

それでは、市街化調整区域内に存する以下の2つの土地の評価額は同じでいいのでしょうか？ 

既存宅地制度の廃止以降、都市計画法改正により市街化区域に隣接・近接等する土地の区域の内、都道府

県等公共団体（開発許可権を有する者）が条例で区域を定め、この区域においては周辺環境の保全上支障が

ある用途に該当しない建築物等を目的とする開発行為及び建築行為を許可対象に追加することとしています

（（（（都市計画法都市計画法都市計画法都市計画法34343434条条条条11111111号号号号）。）。）。）。このこのこのこの区域内区域内区域内区域内ではではではでは、、、、地目地目地目地目にににに関関関関わらわらわらわらずずずず、、、、開発行為等開発行為等開発行為等開発行為等がががが可能可能可能可能となとなとなとなりますりますりますります。。。。    

但し、この区域を定めていない自治体もありますし、区域を定めていても区域外に存する宅地も多くある

ため、評価対象地の固定資産課税地目が「宅地」であったとしても本当に建物の建築が可能かどうかは役所

での調査が必要です。 

因みに、埼玉県さいたま市では都市計画法34条11号の区域指定はされておらず、建築物の建築が可能な

のは、以下の（1）かつ（2）の要件を満たす土地であると定めています（一部抜粋）。 

（1）次のいずれかに該当するものであること 

 ア 概ね50以上の建築物のそれぞれの敷地が原則50ｍ以内の間隔で連続して存する地域内にあること 

 イ 申請地を中心に半径500ｍ圏内に概ね100以上の建築物の敷地が存する地域内にあること 

（2）次のいずれかに該当するものであること 

 ア 法に基づく許可等（開発許可等）を受け20年を経過したものであること 

 イ 線引前線引前線引前線引前からからからから土地登記簿謄本土地登記簿謄本土地登記簿謄本土地登記簿謄本におけるにおけるにおけるにおける地目地目地目地目がががが宅地宅地宅地宅地であることであることであることであること 

                                          【1ﾍﾟｰｼﾞ】 

新年明けましておめでとうございます。 

年も改まり、先生方も大変お忙しいことと存じますが、本年も当事務所レポートをご愛読ください

ますよう宜しくお願い致します。 

第 46 回は、市街化調整区域内の宅地の評価についてお話したいと思います。 
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前記①、②がさいたま市内の市街化調整区域に存していた場合には、①は建物の建築が可能であると思わ

れますが、②は土地登記簿地目が雑種地であることから建物の建築は不可となる可能性があります。 

つまり、②の土地は、外形上建物の建築が可能である「宅地」と相違なく見えるため、一般の宅地と同様

に評価しがちですが、建築不可であることを考慮した評価をすべきです。 

そこで、平成16年7月5日付の

「資産評価企画官情報 第3号」に

規定する「市街化調整区域内の雑種

地の評価」では、左図のように家屋家屋家屋家屋

のののの建築建築建築建築がががが全全全全くできないくできないくできないくできない場合場合場合場合としてとしてとしてとして

一律一律一律一律にににに 50505050％％％％をををを「「「「しんしゃくしんしゃくしんしゃくしんしゃく割合割合割合割合」」」」

としてとしてとしてとして評価評価評価評価するのがするのがするのがするのが相当相当相当相当であるとであるとであるとであると

されていますされていますされていますされています。。。。 

尚、当該「しんしゃく割合」に

ついては、財産評価基本通達 27-5

（区分地上権に『準ずる地役権の評

価』）を踏まえて定められています。 

よって、本件評価対象地②においても建築不可であることの当該しんしゃく割合50％を適用して評価する

ことが妥当と判断されます。 

①評価額：10,000千円 × 1.0倍 ＝ 10,000千円 

②評価額：10,000千円 ×（1－50％） × 1.0倍 ＝5,000千円 

但し、これらの減価をするのは、固定資産税評価額が建物の建築が不可であることを考慮されていない場

合の前提です。 

自治体自治体自治体自治体のののの中中中中にはにはにはには、、、、建築不可建築不可建築不可建築不可であることをであることをであることをであることを斟酌斟酌斟酌斟酌してしてしてして既既既既にににに低低低低くくくく評価評価評価評価されているされているされているされている場合場合場合場合にはにはにはには、、、、当該固定資産税評価当該固定資産税評価当該固定資産税評価当該固定資産税評価

額額額額をそのままをそのままをそのままをそのまま使用使用使用使用してしてしてして評価評価評価評価するとするとするとすると不合理不合理不合理不合理なななな結果結果結果結果がががが生生生生じることとなりますじることとなりますじることとなりますじることとなります。。。。上記の場合には、評価対象地が宅

地の利用価値の低下がなかったものと仮定して算定した固定資産税評価額を基礎として評価することとなり

ます。    

当事務所では、相続税土地評価等のアドバイスも行っております。上記のように、一見通常の宅地のよう

に見えても、実は評価減することができる場合もあります。もし判断に迷われるような案件がございました

らお気軽にご相談ください。 

                                              【2ﾍﾟｰｼﾞ】 
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